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県土整備総務課l

1 企画調整

課長小林修博

(電話 059-224-2762) 

県土整備行政に係る課題等について総合的な検討を行うとともに、部内の

事業調整を行います。

2 広穂広報

県民満足度の言語い社会資本整備を目指し、県土整備部のホームページ等に

おいて県民の皆さんに最新の情報を提供するとともに、広聴活動を進め、 i奈

良こーズの把握に努めます。

3 予算決算

部の予算、決算毒事の業務を行います。

4 人材育成

県土整備行政に携わる職員一人ひとりの専門能力、技術力の向上を図るた

め、専門研修を企関・実施します。

5 総織体制の検討

街素で効率的な綴織運営を行うとともに、わかりやすくかっ機能的な組織

体制の構築について縦続的な検討を行います。

6 外郭団体等の改革支援

外郭団体が効率的な運営を行い、質の高いサーどスを提供できるよう事業

の見i哀し等の改革を支援するとともに、公主主法人及び一般法人が不特定多数

の者の利益の増進に寄与するための活動ができるよう支援等を行います。

7 危機管理

部内の危機管理と紡災対策の総合的な調整を行います。
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一 課長吉岡 工

(電話 059司 224-2680)

1 経理業務

部内各課の経理業務を行います。
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臨画
線長田米千秋

(電話 059悶 224-2661)

1 公有財産管理

県有普通財産(廃滋敷、 j発}11敷等)及び国土交通省所管法定外国有財産に

関する業務を行います。

2 公有地拡大推進法の施行

公有地の拡大の推進に関する法律に関する業務そ行います。

3 市町等事業認定

土地収用法に基づく市町等専事業の事業認定に関する業務を行います。

4 公共用地取得等支援

公共事業に係る用地の取得、使用及び損失補償に関する業務について地域

機関の支援等を行います。

5 公共用地先行取得

県土地開発公社に資金を主差付け、県が実施する公共事業用地の先行取得及

び物件の補償を行います。

6 登記処理

( 1 )主主記対策事務 J 

公共事業に伴い取得した土地の主主記に関する業務を行います。

(2 )未登記対策推進事業

公共事業により取得した土地の過年度未登記の処理に関する業務を行い

ます。
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険長聖墾理望割

1 三重県建設産業活性化プランの推進

課長加藤芳弥

(霊童話 059-224-2915) 

地域において不可欠な役割jを担う建設産業の活性化を図るため、三護県建

設産業活性化プランに沿った取組を進めます。

2 公共事業評儲システム

公共事業の効率性と実施過稼の透明性の向上を図るため、事前評価、夢

中評価、事後評価の各評価を行うことにより一体的に機能した評価サイク

ルの運用を行います。

3 積算碁準lT..び設計単価の制定

公共工事の予定価格算出に用いる積算J基準や設計単価の制定等を行いま

す。

4 建設副産物の再利用

公共工事から発生する建設発生土やコンク 1)ート塊などの建設菌IJ産物の

再利用を殴るため、建設発生土の公共工事情利用やコンクリートやアスフア

ルトなどの分別解体及び再資源化の取組を行います。

5 CAしS/ECの推進

三重電子調達システム(公共事業調達)や公共工事設計積算システム等

の運用管穫を行うとともに、公共事業の電子化 (CALS/E C)の推進

に向け、県・市町職員や入札参加者に対して研修会等を開催し普及・啓発

を行います。
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回量調
課長新会主紳一自li

(議話 059-224…2696) 

1 総合評価方式の推進及び運用

試行導入中の総合評価方式の試行結果を検証するとともに、入札参加者

へのアンケート調変を実施することにより、品質確保を目的とした公共工

事の適正な執行と円滑な推進を図ります。

また、価格と品質が総合的に優れた調達を実施するため、法令に3基づき

実施する学識者の意見聴取を円滑に実施することにより、総合評価方式を

効率的かつ適正に運用します。
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1 建設業の指導監督

課長山口尚茂

(電話 059…224-2660) 

建設業者の許可事務及び経営事項審査事務を行うほか、建設業法に3基づく
指導監督を行います。

2 公共工事の発注支援

建設工事に係る入札・契約制度の改善及び、指導等を行います。
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1 道路の企画、計磁及び調査

課長梅谷苦手弘

(電話 059-224-2739)

道路事業に関する企画、事室儲昔十街、各種調査等を行います。

2 直轄道路事業との調整

道路法に基づく、直線関道事業負担金に関する事務を行います。

3 共隠j蕎の主主備等に関する特別機霞法の施行

共同i蒋の整備等に関する特別措霞I去に基づき、共同i禽の整備等を行います。

4 電線共同溝の整係等に興する特別措置法の施行

電線共同溝の整備等に関する特別措言霊法に基づ、き、電線共同i蒋の整備等を

行います。

5 地方選路公社法の施行

地方道路公社法に基づく、三三重県道路公社に関する事務を行います。

6 高規絡幹線道路の整備促進

高規格幹線道路の整備促進を図ります。
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 課長真弓明光

(電話 059-224-2630) 

1 道路、橋りょうの新設・改良

( 1 )道路改築事業(地域高規格道路)

中部閣と近畿i認をE繋ぐ地理的優位性を活かし、集積する産業や魅力ある

観光など、地域のカを生かした三重づくりを支える基盤として、産業活動

や綴光交流に伴い増加する交通需要に対応するため、地域高規格道路のま室

備を行います。

(2 )社会資本整備総合交付金事業

遂路に関する様々な地域課題に対応するため、計画的な米改良区間の改

良や混雑区間の解消を行うなど、効率的な道路ネットワークを形成し、県

民生活の利便性の向上を図ります。

( 3 )紡災・安全交付金事業

地域の命と暮らしを守るため、言十磁的な未改良区間の改良、通学路の交

通安全対策、橋りょうの耐震化により地域の防災性、安全性の向上を図り

ます。

(4)防衛施設周辺整備事業

紡衛施設周辺の道路について、民の補助を受け整備を行います。

( 5 )地方道路整備(改築)事業、県単道路改築事業

道路幅員狭小、線形不良など緊急に対応が必要な県管理道路の繋備を行

うことにより、県民生活の利便性の向上や防災機能の向上を図ります。

また、地域の実情に即した道路繋備を実施するため、早期に事業効果が

発現できる部分的な改良など柔軟な手法を取り入れた繋備にも取り組んで

いきます。

( 6 )市担]道路事業指導要在督

① 市町施行の市町村遂事業の適正かつ円滑な執行を扱う支援を行います。

② 市町職員の技術カを高めるため、研修や意見交換などを行います。
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課長渡辺高官1
(電話 059-224回 2675)

1 道路維持管理

(1)公共土木施設パトロール

道路、橋りょう、トンネル等の公共土木施設のパトロールを行い、安全・

安心に利用できるよう施設の保全を図ります。

(2 )道路施設管理

① 道路照明

道路、橋りょう、 トンネル等の照明施設の維持管理を行います。

② 道路情報モニター委嘱

異常時における道路交通の危険を未然に防止するため、委嘱している

道路情報モニターから情報の収集を行い、通行規制を適時に行います。

(3 )道路台総務備

道路法の規定に基づき公共物としての道路の領域を常に明確にするとと

もに、道路管理者がその管理事務を円滑に遂行するため、道路台帳を継続

して整備します。

2 道路維持修繕及び交通安全対策

(1)道路綴りょう維持修繕

道路、橋りょう、トンネル等の公共土木施設の保全と円滑な交通を確保

するため、道路パトロールによって現況を把握し、鱗装、側溝号室備、道路

施設修繕、橋りょう維持修繕、除草、小規模修繕、雪氷対策等を実施し、

施設の維持管理を行います。また、併せて、住民参加の維持管理を推進し

ます。

(2 )防災・安全交付金事業

① 災答妨除施設整備

土砂崩壊、手喜石等が予想される危険筒所について、法商工、擁壁工、

落石防護工等の災害防除施設整備を実施します。

② 交通安全対策

事故危険箇所や通学路等を中心に、自歩道整備、あんしん路肩繋備、

交差点改良、視~e改良等の交通安全対策を実施します。

③ 餓装補修

舗装の損傷がある県管理00道について、計極的に告書装整備を実施しま

す。

n
3
 



④ 橋りょう修繕

「橋梁長寿命化修繕計磁」に基づく予防的な修綴等を実施します。

(3 )県単道路交通安全対策

国の補助の対象とならない路線等における交通事故防止のため、自歩道

事室{薦、交2差点改良、視距改良、防護棚、道路標識、反射鏡、視線誘導擦等

の整備を実施します。

(4)県単災害紡除施設裳備

土砂崩壊、落石等が予想される危険儀所のうち、国の補助の対象となら

ないものを県単独事業として実施します。

( 5 )道路調資

鎌装補修事業を計画・実施するため、路面性状調査を行います。

(6 )道路施設の点検等

法菌、橋りょう、舗装、トンネル及び道路F付属物(道路標識、照明灯等)

の点検を実施します。

また、予防保全が必要な施設の長寿命化修繕音T酒を策定します。
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盟言語

1 河川整備事業

(1)社会資本整備総合交付金事業

①広域河川改修事業

課長岡田規生

(電話 059-224-2682)

一級河川の指定区間またはこ級河川において、一定の計調に基づき、

総事業費が概ね 10億円以上の河川改修を行います。

②総合流域防災事業

ア河川事業

一級河川iの指定区間または二級河川において、一定の計聞に基づき、

河川改修を行います。

イ 情報Z基盤総合整備事業

一級河川の指定区間またはこ級河川において、過去に災害を受りた

地区または受ける恐れの高い地区に係る雨量ま・水位等の情報収集・提

供等のためのシステムの整備を行います。

③地震・高潮対策河川事業

地震・高織により被害が生じるおそれのある一級河川!の指定区間または

二級河川の改修を行います。

④特定構造物改築事業 1

一級河川の指定区間または二級河川において、総事業費が概ね4億円

以上の河川管理施設の修繕や更新を行います。

(2)蜜轄河川事業負担金

国土交通大陸管理i玄関の河川[改修事業に要する経費のj果負担金です。

(3 )県単河川局部改良事業

一級河J!Iの指定区間またはこ級河川において、留の交付金事業の対象要

件に満たない防災上重要な筒所の改良を行います。

(4 )河川調査

河川整備基本方針及び河川重装備計磁の策定、浸水想定区域閣の作成、避

難判断水位(特別警戒水位)の設定や河川改修事業に主要する測震調査等を

行います。

2 その他業務

(1)市町河川!事業指導監督

市町施行の準用河川改修事業に対する助言等の支援を行います。
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l防災砂防課

1 砂紡事業

(1)社会資本整備総合交付金事業

① 通常砂防事業

課長井戸坂威

(電話 059-224伺 2697)

土砂災害害を防止、軽減する目的で、渓流にダム工、渓流保全工(流路

工)を書室備する総事業費 l億円以上の事業を行います。

② 急傾斜地崩壊対策事業

傾斜度30度以上、がけの高さ 10m以上、保全人家 10戸以上の危

険街所で総事業費7，000万円以上の事業を行います。

③ 砂防等識変

土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等を指定するために、土砂

災害により被答を受けるおそれのある区域の地形、地質、土地利用状況

等についての調査をE行います。

④ 情報基盤整備事業

過去に土石流、地すべり、がけ崩れによる災害を受けた地区又は受け

るおそれの高い地区にかかる雨震の情報収集・提供等のためのシステム

の獲備を行います。

③ 土砂災害情報共有システム整備事業

土砂災害に関する情報を、燥において収集・分析し、市町および俊民

と共有するためのシステムの整備を行います。

(2 )国補砂妨激甚災答対策特別緊急事業

土石流等により激姦な災害が発生した渓流に対し、湾度災審防止のため

緊急的に実施する事業であり、概ね3カ年を目途として、総事業費が概ね

1 0億円以上の砂防事業を行います。

(3 )国補特定緊急砂防事業

土石流毒事により人的被害、家康被害等が発生した地区に対し、再度災害

防止のため緊急的に実施する事業であり、概ね3カ年を目途としで砂防工

事を行います。

(4)直轄砂防毒事業負担金

国土交通省直轄砂妨事業に要する経費の県負担金です。

(5 )県単砂防調査

計画策定に要する測量調査、地質務査、環境調査および砂紡、地すべり、

急傾斜地崩壊対策事業などに関する調査を行います。
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(6 )県単通常砂防事業

国の補助対象とならない小規模な施設の整備や局部的な改良工事を行い

ます。

(7)県単急傾斜地崩壊対策事業

国の補助対象とならない小規模な急傾斜地の対策を行います。

(8 )県単急傾斜地災害緊急対策事業

集中豪雨等により、がけ崩れが発生した急傾斜地崩壊危険箇所のうち、

図の補助対象とならないものについて、緊急的に対策を行います。

2 河川整備事業

(1)ダム事業(治水ダム建設事業)

洪水調節を日約とする鳥羽河内夕、ムの建設を行います。

(2 )直轄河川事業魚援金

国土交通大臣管理区間のダム事業(}JI上ダム、新丸山ダム、木曽川水系

連絡導水路)に要する経費の県負扱金です。

3 その他業務

(1)県土整備部所管ダムの管理及び維持

宮川ダム、君ケ野ダム、滝川ダムの管理を行うとともに各穏設備の維持

修繕を行います。

(2 )ダム対策

① 新丸山ダム建設に伴う水源地域整備事業に要する経費の一部について

県巧負担します。

②伊賀市が実施する}11上ダム関連事業に対し補助金を交付します。
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1 港湾整備事業

課長松枝信彦

(霊童話 059凶 224目 2691)

( 1 )国檎滋湾改修事業(予防保全事業、社会資本務備総合交付金事業)

港湾施設の新設、改良、更新、耐震対策等を行います。

(2 )県単港湾改修事業

航路、泊地のしゅんせつ工事等を行います。

(3 )県単港湾調査

港湾施設に係る浪1J髪、設計、調査等を行います。

2 海岸繋備事業

(1)社会資本整備総合交付金事業

① 海岸高潮対策

高湖、波浪等の災害普から海岸を防護するため、堤防や離岸堤等の海岸保

全施設の新設又は改良を行います。

③ 海岸侵食対策

波浪による海岸の侵食又は災容を防除するため、堤防や離岸堤等の海洋

保全施設の新設又は改良を行います。

③ 海岸耐震対策

地震発生に伴う堤防・護岸等の防護機能低下による浸水被害を防止する

ため、堤防・護岸の液状化対策等の耐震対策を行います。

④ 津波・高潮危機管理対策

津波又は高瀬発生時における既存の海岸保全施設の防災機能の確保及び

人命の優先的な防護を推進するため、堤防・護岸の補強等を行います。

⑤ 海岸堤防等老朽化対策

老朽化等により所要の機能が確保されていない海岸保全施設の機能の閥

復や強化を図り、人命や資産の紡護を図るため、海岸堤i坊の補強等を行い

ます。

(2 )夜轄海岸毒事業負担金

国土交遜省が施行する津松阪港海岸の堤防改修事業に要する経費の県負

捜金です。

(3 )県単海岸局部改良

国の交付金事業の対象とならない小規模な海岸施設について、各海岸の

海岸保全施設の整備を行います。
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(4)県単井図海岸緊急保全事業

書官浜の侵食度合いが著しい井田海岸において、関の交付金事業と合わせ

て、維持養浜を行います。

( 5 )県単海岸調査

国土交通省所管の海岸の現状や海岸計画策定のための調査等を行います。

-15-



1 湾)11維持管現

(1)河川管理

課長鵜餓伸彦

(霊童話 059-224-2700) 

河川法の施行に関する事務のほか、水質事故対策、家電製品等不法投棄

処理、河川の管理保全等を行います。

(2 )河川合i懐整備

河川法の規定に基づき、河川管理者がその管理事務を円滑・的確に遂行

するため、その基礎となる河川台帳等を継続して整備します。

(3 )県単河川i維持修繕事業

協の補助の対象とならない局部的な堤防、機門等の修繕や河川堆積土砂

の除去、河川i除草等を行います。

なお、除草業務等において住民参加裂の維持管理を推進しています。

(4)県単河川環境軍基備事業(三滝}II)

三滝川!の環境整備に伴い、占fll物件等の移転を行います。

2 砂防維持管理

( 1 )砂防管理

砂防法、地すべり等防止法、急傾斜地の崩壊による災察の防止に関する

法律及び土砂災害警戒広域等における土砂災害紡止対策の推進に関する法

律(土砂災害防止法)の施行に関する事務を行います。

(2 )砂利等採取関係取締

採石及び砂利採取について業者登録、採取計画、その他規制を行い、採

取に伴う災害の防止を図ります。

(3)県単砂防維持修繕事業

国の補助の対象とならない砂防設備、地すべり及び急傾斜地崩壊紡比施

設の機能を保持するための修繕を行います。

3 港湾、海岸維持管理

(1)港湾・海岸管理

港湾法、海岸法の施行に関する事務のほか、水質事故対策、漂着物処理

等、港湾・海岸の管理保全等を行います。

-16-



(2 )港湾統計調査

国からの委託を受け、県内港湾の統計調査を行います。

(3 )県単港湾維持修繕事業

関の補助の対象とならない局部的な物揚場、防潮扉等の修絡を行います。

(4)県単海岸維持修繕事業

国の檎助の対象とならない局部的な堤防、防潮扉等の修繕を行います。

-17-



臣盃語調

1 下水道計画

課長向井孝弘

(電話 059-224司 2729)

流域別下水道整備総合計爾に関する業務を行います。

2 流域下水道事業

(1)建設業務

流域別下水道整備総合計爾の基本方針に慕づき、流域下水道の幹線管渠、

中継ポンプ場及び終末処理場の整備を行います。

(2 )維持管理業務

現在供用している各流域下水道の維持管理業務を行います。

また、流域下水道の繋備及び維持管理のための市町の負担金に関する事

務を行います。

3 指導監督

市町が実施する公共下水道事業に対して指導駁督及び助言等の支援を行い

ます。

4 普及啓発

下水道に関する知識の普及及び啓発等の事業を行います。
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課長池山隆久

(電話 059-224-2683)

1 7]<防事業

( 1) 7k紡資材の補充等を行います。

(2 )水防法に基づいて、洪水、津波又は高潮による水災そ警戒し、公共の安

全を保持することを臼的に作成した水紡計磁を、毎年検討し、必要に応じ

変更します。

2 公共土木施設災害復!日事業

(1)平成 23、24、25、26年災客土木(建設)復旧

平成23、24、25年に発生した災害及び、平成 26年に発生が予

怒される異常気象に起因する闘士交通省所管公共土木施設の災答復旧事業

を行います。

(2 )市町災客土木復旧指導監査督

市町施行の国土交通省所管公共土木施設の災害復i日事業について助言等

の支援を行います。

3 河川、道路災害関連事業

平成 23、24年に発生した災害で、再度災害を防止するため米災箆所

を含む一連の施設について、災害復旧事業費に改良褒を加えて河川断面の

拡幅や、道路拡幅等を行う災害助成・災害関連事業 (14 ~議所)を行いま
す。

4 災害復旧事業

災害復旧事業に関し、建設事務所・市町の技術指導を行います。

5 道路啓開対策

大規模地渓・津波が発生した際に、孤立が懸念される熊野灘沿岸地域にお

いて、道路啓梼(緊急車両等が通れるように瓦磯などを処理し、段差を修正

するなど、救援ルートとして最優先で確保すること)を迅速に展開できる態

勢の整備を進めます。
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… 課長中嶋中

(電話 059-224-2706)

1 都市計商業務

( 1 )市町都市計部事業指導監督

市町が実施する街路事業、公閥事業及び区岡整理事業への助言等の支援

安行います。

(2 )都市計爾審議会

知事の諮問に応じて都市計画に関する毒事項について審議するため、

主重県都市計額審議会Jを年4回程度開催します。

(3 )都市計闘策定事業

今後の都市計爾の方針や課題に対する調査・検討を行います。

(4)総合都市交通体系調査

都市計障に必要となる交通商からの基礎的情報の把握と方向性の検討を

行います。

2 街路事業

(1)社会資本整備総合交付金事業

Q) 街路事業

市街地内の県道である都市計額道路について、道路改築を行います。

GD 電線共同溝整備事業

市街地内の県道である都市計爾道路について、重量線類の地中化を行い

ます。

③ 逮統立体交差事業

一体的なまちづくりの推進及び交通の円滑化を図るため、連続立体交

室長事業の推進を図ります。

(2 )ウオークギャラリー猿備事業

市街地内の県道である都市計画道路について、歩道空間のグレードアッ

プ等を行います。

(3 )交通結節点周辺バリアフリー改善事業

駅周辺の道路施設について、バリアフリーの視点から改良すべき点を調

査し、歩行空間のバリアフリー化等を行います。

(4 )地方選路整備事業<街路>

役会資本整備総合交付金事業で実施する街路事業と一体的に行うことが

効果的な都市計間道路の改築を行います。

( 5)街路調査

街路事業の実施にあたり、必要な測量、務査、設計等を行います。
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3 公罰事業

(1)社会資本整備総合交付金事業

県営都市公閣の用地震収及び施設整備を行います。

(2)都市公関等一体整備事業

社会資本整備総合交付金事業で実施する公濁事業と一体的に整備するこ

とが効果的な公間施設等の整備を行います。

( 3 )公箇維持管理 ， 

県営都市公顕である県庁前公関、北勢中央公園、鈴鹿青少年の森、大仏

山公園、熊野灘臨海公関及び亀山サンシャインパークの問問区域を中心に、

安全で快適に利用できるよう維持管潔を行います。

(4)直轄公園事業負担金

都市公園法に基づく、国が設援する公園(国営木曽三)11公園)の建設に

要する県負扱金です。

4 市街地整備事業

(1)都市防災総合推進事業

都市防災総合推進事業を行う市町に対する助言等の支援を行います。

(2 )都市再生整備計商事業

都市再生整備計爾事業(1日まちづくり交付金)を行う市町に対する助言

等の支援を行います。

( 3 )土地区画整理事業

土;!:l!!図面翻去に基づく土地区離墜事業め断者に対し、助言等の支援をf予法す。

土地区磁整理法第3条第2項に規定する土地区爾整理組合に対し、土地区

濁整理事業に要する緩費の補助を行います。

(4 )市街地涛開発事業

都市再開発法に基づく市街地再開発事業(国土交通省都市局所管のもの

に限る。)の施f子者に対し、助言等の支援を行います。
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警理主主主三虫剤
課長 長岡敏

(電話 059姐 224-2747)

1 景観j去に基づく「三愛県景観計溺Jの推進

届出制度による相談・審査を通じ、建築物の形態・意匠等が周辺景観に配

慮されたものとなるよう誘導していくほか、世界遺産に主主録されている熊野

川の流域における良好な景観づくりに向け、熊野川流域景綴計爾(仮称)の

策定に取り組むとともに、公共事業等における景観検討システムの試行等に

より、「三重県景観言十臨」の着実な推進を関ります。

2 景観づくりに関する普及啓発、市町への支援

県民や事業者等に景観づくりに対する意識の高揚と普及啓発を図るため、

市町が行う景観シンポジウムの開催の支援等を行うとともに、市町が主体と

なって取り級む景観づくりや市町の景観行政団体化に向けた取組を支援する

ため、景観アドバイザーの派遣等を行います。

3 屋外広告物条例に基づく事務の実施

看板等の震外広告物について、良好な景観の形成、風致の維持、公衆に対

する危害の防止の観点から、必要な規制を行うとともに、広告業者や県民の

皆さんへの普及・啓発を行います。

4 協働によるまちづくりの推進

協働による社会資本整備がより的確で効率的に進められるよう、職員の資質

向上のための研修を実施するとともに、協働によるまちづくりを推進するため、

地域のまちづくり毘体を対象とした講演会や交流会などを開催します。

5 景観まちづくりプロジェクト事業の推進

地域の鋭意工夫やニーズを反映した住民満足度の高い社会資本書室備の実現

に向け、良好な景観や歴史的なまち並みなどの地域資源に配慮、した県管理

施設の修景整備を、地域住民との協働により実施し、まちの良好な景観形成

を推進します。
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1 建築安全・安心推進業務

課長古川万

(電話 059-224-2752) 

( 1 )建築基準法に基づき建築物の確認・許可を行うほか、建築指導及び建築

審査会の運営を行います。

(2 )耐震改修促進法に基づき耐震診断が義務化された不特定多数が利用する

大規模建築物等に対して、耐震診断の支援を行うとともに、緊急に安全性

を高めていく必要がある建築物に対する耐震改修の支援を行います。

(3 )地震の余震による二次被害を防止するため、被災した建築物の危険度を

判定する被災建築物応急危険度判定士及び判定の実施のために判定士の指

導・支援を行う判定コーディネーターを養成します。

(4)エネルギーの使用の合理化等に関する法律、建設工事に係る資材の再資

源化等に関する法律及び三三君主県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条

例等に基づき建築物に係る届出の審査・指導等を行います。

(5)国からの委託を受け、県内建築物の統計調査を行います。

2 開発行為等に係る許可等の業務

(1)都市計i蕗法に基づき跨発行為及び建築等の許可を行うほか、関発指導及

び、隠発審査会の運営を行います。

(2 )三重県宅地開発事業の基準に関する条例に慕づき、宅地開発事業の確認

等に関する業務を行います。

(3 )地震や降雨等の災害による二次災害を防止するために、被災した宅地の

危険度を判定する被災宅地危険度判定士を書き成します。

3 宅地建物取引業法施行事務

宅地建物敬引業法に基づき宅地建物取引業の免許の交付、宅地建物取引主

任者の主主録、主任者設の交付及び消費者かちの相談対応を行います。

4 建築士法施行事務

建築士法に基づき建築士試験・免許事務及び建築士・建築士事務所の指導

並びに建築士審査会の運営を行います。
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陸曹

1 住まい支援

( 1 )待ったなし!耐震化プロジェクト

課長大森邦彦

(議諮問9-224田 2720)

地震に対する住まいやまちの安全性を高めるため、民間の住宅の耐震診

断を進めるとともに、耐震補強を促進します。

(2 )三重重県あんしん賃袋支援事業

高齢者、障がい者、外国人、子育て世帯及び来日本大震災等の被災者の

入居を受け入れる民間笈貸住宅に関する憐報などを提供するとともに、

様々な居住支援サービスの提供を促し、高齢者等の居住の安定確保を進め

ます。

(3 )長期優良住宅の認定

長期優良住宅の普及の促進に関する法律 (1121.6. 4施行)に2基づき、耐久

性、耐震性等を備えた質の高い住宅の建築及び適切な維持保全の実施を促

進するため、長期優良住宅建築計画等の認定を行います。

(4)住情報・相談体制ネットワーク化事業

地域の専門家をバリアフリー化などの住宅改修を中心とした相談に対応

できるアドバイザーとして活用するしくみを運用するほか、住宅が被災し

た際、円滑に対応するよう情報の共有化を図ります。

(5 )伎環境整備事業

市町が行う住環境整備事業について助言等支援を行うとともに、住宅新

築資金等袋付助成事業について、その経褒の一部に対して補助金を交付し

ます。

2 公営住宅管理

県営住宅への入E若者の資格審査・決定等入居に関する事務、家賃等の収

納に関する事務及び指定管理者制度を活用して県営住宅の維持管理を行い

ます。

3 住宅祭儀事業

(1)公営住宅整備

平成 22年度に策定した三E重県公営住宅等長寿命化計画(計画期間:平

成23 年度~32 年度)に基づき、高齢者仕様への住戸改善や外壁章改修等

を行います。

( 2 )市町住宅事業指導監督

市町が行う交付金事業(地域住宅計画による事業・住宅市街地繋僚事業・

街なみ環境整備事業)について助言等支援を行います。
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極極

1 営繕翻整業務

課長岡村俊郎

(電話 059崎 224-2150)

公共建築及び設備工事の予定価格算出に用いる設計単倣等の実態調査や

作成など、営繕業務の企画・調整・調査を行います。

また、営繕工事の管壊や技術・知識の向上のための研修を行います。

2 契約等事務

営繕工事に係る競争入札審査及び、契約事務を行います。

3 営繕(建築・電気設備・機械設備)業務

県有建築物の建築・電気設備・機械設備に関する営繕工事について、発

注者のニーズを把握した設計と施工監理を行います。
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包聖埜査堅劃

1 工事検驚

工事検査総括霊長湊谷 信行

(議話 059司 224司 2662)

農林水産部、県土整備部、企業庁、病院事業Fr及び教育委員会等が所掌す

る建設工事の検変を行います。
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